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急
速
な
高
齢
化
が
進
行
す

る
中
、
ひ
と
り
暮
ら
し
や
、

認
知
症
高
齢
者
の
増
加
な
ど
、

高
齢
者
を
取
り
巻
く
状
況
は

大
き
く
変
化
し
て
い
ま
す
。

市
で
は
、
高
齢
者
が
、
住
み

慣
れ
た
地
域
で
、
い
つ
ま
で

も
元
気
で
暮
ら
せ
る
よ
う
、

高
齢
者
に
関
す
る
福
祉
・
保

健
・
医
療
サ
ー
ビ
ス
を
総
合

的
に
推
進
す
る
と
と
も
に
、

介
護
保
険
制
度
の
適
正
な
運

営
を
め
ざ
し
、
「
第
４
期
高

齢
者
保
健
福
祉
計
画
・
介
護

保
険
事
業
計
画
」
を
策
定
し

ま
し
た
。

▽
計
画
の
趣
旨
と
期
間
　
こ
の

　
計
画
は
、
高
齢
社
会
に
お
け

　
る
様
々
な
問
題
な
ど
に
対
応

　
す
る
た
め
、
高
齢
者
福
祉
と

　
介
護
保
険
事
業
の
方
向
性
を

　
示
し
、
介
護
保
険
事
業
の
安

　
定
し
た
運
営
を
目
的
に
策
定

　
し
ま
し
た
。
高
齢
者
の
健
康

　
づ
く
り
に
つ
い
て
も
、
計
画

　
の
中
に
取
り
入
れ
ま
し
た
。

　
計
画
期
間
は
、
平
成
21
年
度

　
か
ら
23
年
度
ま
で
の
３
年
間

　
で
す
。

▽
基
本
目
標
、
基
本
方
針
の
設

　
定
（
図
１
）
　
高
齢
者
保
健

　
福
祉
計
画
で
は
、
５
つ
の
基

　
本
目
標
を
掲
げ
、
目
標
指
標
、

　
成
果
指
標
を
定
め
て
計
画
を

　
推
進
し
ま
す
。
介
護
保
険
事

　
業
計
画
で
は
、
５
つ
の
基
本

　
方
針
を
定
め
、
介
護
保
険
事

　
業
を
推
進
し
ま
す
。

　
65
歳
以
上
の
方
の
第
１
号
被

保
険
者
の
介
護
保
険
料
は
、
高

齢
者
人
口
や
要
介
護
認
定
者
数
、

介
護
サ
ー
ビ
ス
見
込
み
量
な
ど

の
推
計
を
基
に
算
定
さ
れ
ま
す
。

算
定
に
あ
た
っ
て
は
、
特
例
第

４
段
階
の
新
設
な
ど
に
よ
る
負

担
の
軽
減
を
図
り
、
負
担
能
力

に
応
じ
た
き
め
細
か
な
段
階
数

と
保
険
料
率
の
設
定
と
す
る
た

め
、
10
段
階
と
し
ま
し
た
。

　
ま
た
、
介
護
職
員
の
待
遇
改

善
と
人
材
確
保
な
ど
を
図
る
た

め
、
介
護
報
酬
の
改
定
に
伴
う

介
護
保
険
料
の
増
額
は
、
国
か

ら
の
介
護
従
事
者
処
遇
改
善
臨

時
特
例
交
付
金
の
導
入
と
市
の

介
護
給
付
準
備
基
金
を
取
り
崩

し
て
、
保
険
料
額
の
上
昇
を
抑

え
ま
し
た
。

※
詳
し
く
は
、
表
１
の
と
お
り

▽
計
画
書
閲
覧
な
ど
　
情
報
公

　
開
コ
ー
ナ
ー
（
市
役
所
４

　
階
）
、
市
内
各
図
書
館
、
高

　
齢
者
支
援
課

▽
問
合
せ
　
高
齢
者
支
援
課
介

　
護
保
険
係
（
直
通
５
５
８
・

　
１
９
６
９
）

　
国
で
、
要
介
護

認
定
の
見
直
し
が

行
わ
れ
、
４
月
申
請
分
か
ら
適

用
さ
れ
ま
す
。

　
見
直
し
の
目
的
は
、
よ
り
正

確
に
介
護
の
手
間
を
反
映
し
、

公
平
な
認
定
を
す
る
た
め
で
す
。

　
こ
の
見
直
し
に
よ
り
、
認
定

調
査
に
お
け
る
調
査
項
目
数
や

記
載
方
法
が
変
更
さ
れ
、
よ
り

適
切
な
認
定
審
査
が
行
わ
れ
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

▽
申
請
　
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
を

　
希
望
す
る
と
き
は
、
高
齢
者

　
支
援
課
の
窓
口
か
五
日
市
出

　
張
所
で
申
請
を
し
ま
す
。
申

　
請
は
、
家
族
の
ほ
か
地
域
包

　
括
支
援
セ
ン
タ
ー
、
在
宅
介

　
護
支
援
セ
ン
タ
ー
、
居
宅
介

　
護
支
援
事
業
者
、
介
護
保
険

　
施
設
な
ど
に
代
行
し
て
も
ら

　
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

▽
認
定
調
査
　
全
国
共
通
の
調

　
査
票
で
、
認
定
調
査
員
が
本

　
人
の
状
態
や
介
護
の
程
度
の

　
あ
り
の
ま
ま
を
見
さ
せ
て
い

　
た
だ
き
、
普
段
の
様
子
な
ど

　
家
族
に
聞
き
取
り
調
査
を
行

　
い
ま
す
。

▽
主
治
医
意
見
書
　
申
請
の
際
、

　
か
か
り
つ
け
医
を
指
定
し
て

　
い
た
だ
き
、
指
定
さ
れ
た
主

　
治
医
に
市
か
ら
作
成
依
頼
を

　
し
ま
す
。

▽
一
次
判
定
　
訪
問
調
査
の
結

　
果
と
主
治
医
意
見
書
の
一
部

　
で
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
判
定
を
し

　
ま
す
。

▽
二
次
判
定
　
一
次
判
定
の
結

　
果
や
主
治
医
意
見
書
等
を
も

　
と
に
、
保
健
、
医
療
、
福
祉

　
の
専
門
家
で
構
成
さ
れ
る
審

　
査
会
が
判
定
を
行
い
ま
す
。

▽
認
定
　
審
査
会
の
判
定
を
も

　
と
に
、
要
介
護
度
の
認
定
を

　
行
い
ま
す
。

▽
申
請
・
問
合
せ
　
高
齢
者
支

　
援
課
介
護
認
定
係

第４期高齢者
　　　保健福祉計画・
介護保険事業計画を
　　　　策定しました

図１　基本目標・基本方針の体系

表１　第４期介護保険料（平成21年度～23年度）

介
護
保
険
料
の
改
定

介護保険の
要介護認定方法が
見直しされました

将来目標

年齢に関わりなく輝き続けられる社会の実現
～支えられる世代から支え合う世代へ～

高齢者保健福祉計画 介護保険事業計画

基本理念
（１）保健福祉サービス体制の整備による予防と自立の
　　　支援
（２）利用者の「選択」とサービス提供者の「競争」に
　　　よるサービスの質の向上
（３）あらゆる世代による地域社会のつながりをもとに
　　　した共助体制の構築

基本目標
目標１：介護予防と健康づくり
目標２：多様な社会参加の促進
目標３：高齢者の地域生活への
　　　　支援
目標４：連携と支え合いの仕組
　　　　みづくり
目標５：安心して住み続けられ
　　　　る生活環境の整備

基本方針
○地域ケア体制の整備
○介護予防の推進
○認知症ケアの推進
○介護サービス基盤の
　適正な整備と質の向
　上
○介護保険事業の適正
　な運営

第１段階

所得段階 基　　　　準
保　　険　　料

率 月額 年額

第２段階

第３段階

特例
第４段階

第５段階

第６段階

第７段階

第８段階

第９段階

第10段階

第４段階

0.429 21,600円1,800円

0.429 21,600円1,800円

0.691 34,800円2,900円

0.834 42,000円3,500円

1.000 50,400円4,200円

1.096 55,200円4,600円

1.239 62,400円5,200円

1.500 75,600円6,300円

1.643 82,800円6,900円

1.739 87,600円7,300円

1.834 92,400円7,700円

生活保護受給者と住民税非課
税世帯の老齢福祉年金受給者

世帯全員が住民税非課税の方
で、前年の合計所得金額と前
年の課税年金収入額の合計が
８０万円以下の方

世帯全員が住民税非課税の方
で、第２段階に該当しない方

世帯の誰かに住民税が課税さ
れているが、本人の前年の合
計所得金額と前年の課税年金
収入額の合計が８０万円以下
の方

世帯の誰かに住民税が課税さ
れているが、本人は住民税非
課税の方で、特例第４段階に
該当しない方

本人が住民税課税で、前年の
合計所得金額が１２５万円未
満の方

本人が住民税課税で、前年の
合計所得金額が１２５万円以
上２００万円未満の方

本人が住民税課税で、前年の
合計所得金額が２００万円以
上４００万円未満の方

本人が住民税課税で、前年の
合計所得金額が４００万円以
上７００万円未満の方

本人が住民税課税で、前年の
合計所得金額が７００万円以
上１０００万円未満の方

本人が住民税課税で、前年の
合計所得金額が１０００万円
以上の方

※合計所得金額とは、収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額の
　ことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。

申
請
か
ら
認
定
ま
で


